
表１　労使別・年度別労働相談件数　

　（　）は対前年度比(％)　［　］は構成比(％)　

  ※項目ごとに四捨五入を行ったため、合計と一致しない場合がある（以下同様）
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        　　 「その他」の内訳は、「再雇用」、「業務請負」及び「不明・その他」

表３　相談項目（１件の相談で、複数項目にわたる相談があるため相談件数を上回る。）
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　表２　非正規労働者に係る労働相談件数
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表４　年度別相談項目上位５位　

［　］は相談項目総数に対する構成比(％)　

表５　年度別あっせん件数及び解決率　

（　）は対前年度比(％)　

表６　あっせんの内容（１件で複数項目にわたるあっせんがあるためあっせん件数を上回る）

［　］は構成比(％)　

表７　企業規模別あっせん件数　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　］は構成比(％)　

表８　あっせんに要した日数別あっせん件数　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［　］は構成比(％)
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あっせん事例

　相談者は、東南アジアから来日した調理人で、１年の有期雇用契約である。コロナに
よる緊急事態宣言を受けて店舗が休業となり、相談者も自宅待機を命じられた。店舗は
再開されたが、相談者の自宅待機は続いていた。相談者は、民間の外国人サポート団体
の協力を得て、遡及して休業支援金の申請を行い支給を受けた。その後も店舗からの復
帰指示が出されずにいたことから、２回目の休業支援金の申請を行うために会社に事業
主証明を求めたところ休業の証明をしてもらえず、結果、申請も不支給処分となった。
そこで、団体のボランティア職員とともに、センターに来所した。

　センターは、相談者の雇用契約書、１回目の休業支援金の申請書類の写し、支給決定
通知、２回目の申請書類などを確認したうえで、会社に事情を聴いたところ、会社は
「復帰指示をしていないことは事実だが、会社としてはすでに退職した者として処理し
ている」との回答であった。センターは、雇用契約書は１年間であり、当人から退職届
などの提出がなされていない以上、一方的な退職処理は問題があることを助言した。会
社は、「改めて社内で検討する」とし、結果、退職処理を取消し当該１年雇用契約は続
いていることを認めた。そこで、相談者から再度休業支援金申請に係る事業主証明を求
めたところ、証明が訂正された。なお、その後相談者側から、「２回目の申請に係る不
支給処分が取り消され、無事に支給された」との報告を受けた。

【事例１】　上司のパワーハラスメント的言動により休職

　相談者は、サービス業に従事する正社員である。前職で同業に勤務していたが担当業
務は未経験であった。会社本部からは、先輩社員のＯＪＴ指導で仕事に慣れるよう、と
の指示がされた。しかし、先輩社員の指導の言葉がきつく（「もう辞めろ」「無能」な
ど）体調を悪化させてしまった。相談者は、心療内科を受診したところ休職指示が出さ
れた。相談者は、先輩社員の言動はパワーハラスメントに該当するはずであり会社にそ
の事実を知ってもらいたい、そして同じことが繰り返さぬよう対処してほしいとしてセ
ンターに来所した。

　センターが会社から事情を聴きつつ、ハラスメントの訴えがあった際に求められる使
用者の基本的対応について説明したところ、センターの助言に基づいて事実確認調査を
実施したいと表明した。会社のハラスメント調査に対し、当該行為者（先輩社員）は
「厳しい言葉で指導したことは事実である」と、ハラスメント的言動を行ったことを認
めた。この結果を受けて会社は、行為者を異動（指導業務のない職場へ）させることと
した。
　その後会社は、都のハラスメント防止のための普及啓発資料等を利用して、従業員研
修を行うこととなった。更に、相談者に対しては、会社及び行為者から、ハラスメント
に対する謝罪の言葉を伝えるに及んだ。
　相談者は、引き続き療養中ではあったが、これら会社の対応により「回復後は復職に
向かいたい」としたことで、解決した。

【事例２】　休業支援金申請手続きと事業主証明
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【事例５】　小規模企業における代表者からのセクシュアルハラスメント

【事例３】　オフィス内監視カメラの設置

　相談者は、事務職として働いていた。社内にはエレベータや玄関ホール、廊下などに
監視カメラが設置されていたが、最近になってオフィス内にも設置された。相談者は、
廊下やエレベーターならば理解はできるが、オフィス内の監視カメラ設置は目的も性質
も違い、労働者の人格権にも影響するものであるとして、会社に設置理由の説明を求め
た。
　しかし、会社からは設置理由の説明がなされないとして、センターに来所した。

　センターが会社総務担当から事情を聴いたところ、オフィス内の盗難事故を防止する
ために設置したことなどの説明があった。センターが、会社として従業員側に設置理由
を説明してはどうかとアドバイスしたところ、会社は「説明の必要はないと考えてい
る」と回答した。センターは会社に対し、過去には裁判で争われたような事例もあるの
で、対象となる従業員には説明を行っておくべきではないかとあらためて助言した。そ
の後会社から「設置理由、映像記録の保存などについて、対象従業員に対し説明してい
く」との回答があり、相談者もそれを受け入れたため解決した。

　相談者は、小規模企業で営業と代表のアシスタントを行っていた。入社から１年余り
が過ぎたある日、酒席において「君が好きだ」などの発言と手を握られるなどの身体接
触があった。相談者は、相手が代表ということでこのことを誰にも相談できず、ついに
メンタルに支障を来たし出勤できなくなった。小規模企業のため、代表者と関わらない
ことは困難で、復職は事実上不可能となったが、このまま補償もなく辞めてしまうのは
あまりに無念であるとして、センターに来所した。

　センターが代表から事情を聴いたところ、酒席当日の記憶ははっきりしない、として
いたが、自分がそのような言動をしてしまい本人を傷つけてしまったのだとすれば、セ
ンターの調整により和解したいとした。
　センターは、相談者が代表の言動によって復職が事実上不可能となってしまったこと
などから、一定の金銭補償で解決をすることを打診し検討を依頼した。代表は、本件に
ついて遺憾の意を表するとともに金銭補償にも応ずると回答した。それを受けて、セン
ターは相談者と調整した結果、相談者の納得する条件で折り合ったことで解決した。

【事例４】　業務委託契約労働者の契約時負担金の返還請求

　相談者は、デリバリーの業務委託契約労働者（個人事業主扱い）である。契約締結時
に、車両使用に係る負担金として１０万円を支払った。実際の業務を開始する直前、相
談者は、契約書と実際の業務の相違などを理由として辞退を申し出た。その際に、負担
金１０万円の返還を求めたところ、会社は７万５千円を返還すると回答した。
　しかし、その７万５千円も振り込まれなかったことから、センターに来所した。

　センターが会社に事情を聴いたところ、全額返還できないことについては契約締結時
にも説明している、とのことであった。また未払については、本人が全額返還にこだ
わっていたので７万５千円についても振込みを見送ったと説明した。
　その後、センターが相談者の意向を確認したところ、「会社側の一方的な減額であ
り、７万５千円という金額には不満が残るが、これ以上の争いは望まない」とのことで
あったため、会社にその旨を伝えたところ、会社から相談者に振込みが行われ解決し
た。
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